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第９５２回 教育委員会定例会 

 

招集年月日 令和７年１２月２５日（木） １６：００～ 

 

招 集 場 所 保健センター 大ホール 

 

議 事 日 程 

 

第１ 会議録の承認について 

 

第２ 教育長報告 

 

第３ 議題 

 

  議第２０号 益田市立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例施行規

則の一部を改正する規則の制定について 

報第３５号 真砂小学校に配食する給食調理場の変更について 

報第３６号 益田市教育に関する大綱について 

報第３７号 市教育審議会からの答申について               

報第３８号 益田市いじめ防止基本方針の改訂について 

  報第３９号 第７８回優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）について   

  報第４０号 益田市立雪舟の郷記念館の管理運営等について 

  報第４１号 第５７３回益田市議会定例会一般質問について  

報第４２号 令和７年度益田市一般会計補正予算について 

 

第４ その他 
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（２）その他 
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領家教育長    定刻となりましたので、ただいまから令和７年度第９５２回

益田市教育委員会定例会を開催いたします。 

 

 

第１ 会議録の承認 

領家教育長   会議録の承認についてですが、前回定例会の会議録について会

議録の作成が遅くなっておりまして、現在、承認いただくところ

までに至っておりません。次回の定例会までに前回と今回の会議

を承認いただけますように進めてまいりますので、申し訳ありま

せんが、ご対応のほどよろしくお願いいたします。 
 

第２ 教育長報告 

領家教育長   私からは、１１月２１日から１２月２５日までの間にここの間

のことが関わっておりますが、２点ほど皆様方にご説明をしよう

と思っております。 

 １点目は、１１月２９日土曜日、益田高校で行われました島根

大学教師塾という活動に参加してまいりました。松江から電話が

来まして、「こんなことをしているので、ぜひ見に来てほしい」

というお誘いをいただきましたので、行ってまいりました。こち

らは、島根県教育委員会と、それから島根大学が連携しまして、

高校生と大学生の対話を通した活動を通じて教員志望の学生に対

して教職の意欲を向上させることを目的とし、高校生には大学生

との対話を通して関心、意欲を高め、それが受験のときに教師を

目指すことにつながればいいなという狙いもあります。逆に大学

生は、高校生に自分の今の暮らしを語ることによって、より教員

に対する使命感、あるいは自分のキャリアをもう一度見詰め直し

をする、そのようなことが大きな狙いだと聞いております。１年

間で県内の高校生が島根大学に集まって１回、それから島根大学

の附属学校に集まって１回、そして今回のようにそれぞれの高校

に行って開催するという、年間３回のスケジュールです。その対

話が積み重ねられていると伺いました。今年度は、８月の夏休み

に島根大学を会場に県内の高校から１０４名が参加し、附属学校

は９月に６９名が参加したそうです。今回、益田高校で開催され

た理由としては、拠点校というのが島根県内に６校指定されてい

て、松江東高校、大社高校、大田高校、浜田高校、益田高校、隠

岐高校の６校であり、その一つである益田高校を会場にして開催

されました。益田高校には大学生が１４名、高校生が２５名参加

してくれました。時期が時期なので参加者に高校３年生はいなか
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ったですが、１、２年生だけで２５名の教職希望の子どもさんが

いるということだけでも有り難く思いました。大学生が２人、高

校生が３人ぐらいのグループに分かれて、大学生がタブレットを

持ちながら自分で自分の学生生活についてプレゼンをし、なぜ学

校の先生になりたいのかということを語ってくれるのを高校生が

一生懸命聞いていました。益田市の対話プラスのような形でキャ

ッチボールをする、すごくほほ笑ましいものを感じました。担当

の島根大学の教官の方は昔からよく知っている方だったので聞き

ますと、高校生にとっても大学生にとっても物凄くすごくメリッ

トのある活動で、参加した大学生１４名のうち益田市出身者の子

が３人いることを伺いました。行く行くこういう子たちが市内の

小学校、中学校に帰ってきてくれているということで、実際に益

田東中学校に勤務している人などの名前も教えていただき、あの

子すごいよというような話をしながら、こういった目的意識につ

ながるような取組をおよそ５年されていることを伺いました。益

田圏域の教員志望の子どもたちについて、お互いに刺激を与えて

くださっている取組についてのご報告が１点目です。 

 ２点目は、１２月１６日、この後、寄付・寄贈の話でもさせて

いただきますが、匹見小・中学校で図書の贈呈式があり参加して

まいりました。今回の贈呈先は、創価学会の県の吉野総長、それ

から武田女性部長さんほか６名の方が来てくださって、匹見小・

中学校に図書の寄贈をしていただいたということです。もともと

は１９７４年からスタートした事業で、もう全国で約５０年間に

５６万冊の本を小・中学校にプレゼントしたということで、島根

県でもどちらかというと僻地ですとか中山間地、書店がなかなか

ないようなところに贈るとおっしゃっていました。益田市が匹見

小・中学校の前に図書を寄付いただいたのは、１０年、２０年ぐ

らい前に、閉校しました美濃小学校でした。昨年は隠岐の学校に

寄贈されたようです。今回、総数２５０冊の図書を寄贈いただき

ました。ですが、今回は１５０冊まずいただいて、それから今後

５年間かけて２０冊ずつ追加をして、長いお付き合いをしなが

ら、図書の購入をしながらということで考えていると伺いまし

た。選書は東京の書籍の専門店の方たちに選んでいただいている

という話や、それから毎年毎年図書を贈ることでどのように活用

しているのかを子どもたちとキャッチボールができることが贈る

側としても有り難いということを教えていただきました。それか

ら、ちょうど匹見小・中学校は昨年から匹見産の広葉樹を使って

図書館の大改造をしているところです。昨年は入り口を、校庭側
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から入って、すてきな入り口が木造で出来ており、その外には丸

太を置いたベンチを置いて、座って語り合うことや読書するスペ

ースができています。今年は改造して２年目だったのでちょうど

書架がいっぱい入っていたのですが、その書架に１５０冊の本が

ずらっと入ると、やっぱり有り難いなと思いました。中学生の生

徒８名のうち２名は高校入試の関係で欠席でしたが、６名の生徒

が参加して、ちょうど前日に生徒会長になった女生徒の方が本当

にうれしそうに的確にお礼を言う姿や、小学校から中学校までと

いう小・中合同校舎のよさを生かしながら過ごしていることも併

せて感じました。この２点について紹介をさせていただきまし

た。 

その次には、この間にいただきました寄附・寄贈について紹介

させていただきます。昨年もいただいておりましたが、国際ソロ

プチミスト益田さんから小・中学校の施設整備基金として現金を

いただきました。昨年度いただいた現金につきましては、小・中

学校のバスケットゴールのワイヤー修理に活用したというお話を

しました。ぜひ子どもたちのためになるように使ってくださいと

いうお話をいただきました。 

それから、益田市退職校長会や退職公務員連盟益田支部の皆さ

ん方が中心に、森脇委員も一生懸命活動してくださっている古本

よみの市実行委員会があります。１１月に開催された古本よみの

市の益金を奨学金として寄附をいただきました。もう一つは、先

ほど申しました創価学会の方々から匹見小・中学校に対して図書

をいただいた。この３点でございます。 

 

 

第３ 議題 

報第３５号  真砂小学校に配食する給食調理場の変更について 

領家教育長   それでは、続いて、議事日程第３、議題に移ります。本日の議

題ですが、議事案件が１件、報告案件が８件となります。 

 進行につきましては、通常、議事案件を先に審議しますが、予

定しております報告案件８件のうち、内容を踏まえると報第３５

号真砂小学校に配食する給食調理場の変更についてを最初の議題

とし、その後、議第２０号益田市立学校給食共同調理場設置及び

管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について

を審議いただくこととしたいと思いますが、よろしいでしょう

か。 

教育委員   ＝全員了承＝ 
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領家教育長   ありがとうございます。では、議事案件終了後に残る報告案件

７件に移っていきますので、ご了解のほどよろしくお願いしま

す。 

では、報第３５号真砂小学校に配食する給食調理場の変更につ

いて事務局より説明を求めます。 

齋藤課長    それでは、先ほど教育長からございました報告案件になりま

す。報第３５号真砂小学校に配食する給食調理場の変更につい

て、こちらを先にご説明させていただきまして、その後、議決事

項になります規則についてのご説明をさせていただければと思い

ます。資料をご覧いただければと思います。 

まず、今回この変更に関してのきっかけが真砂小学校の保護者

等で構成いたします運営協議会からその内容に関しての要望書が

提出されたことから、整理をしてきたという状況でございます。

ご存じのとおり、真砂地区につきましては令和２年度に真砂中学

校が閉校するなど、地区における子どもの人数等も減少している

中で、真砂地区がこれまで提唱してきた食と農を介した交流と健

康の創出ということを基に、子育て、福祉、食などの循環、こう

いったものを目指した要望であるという趣旨をご説明いただいた

という状況でございます。 

 ２番目に要望内容ありますし、また後段のところ、要望書の内

容について添付をしております。先ほど言いましたように、そう

いった地区での観点を含めて、今、高津学校給食センターから配

送し、給食を子どもたちの手元に行くような形にしておりますけ

れども、現行、地元産食材を多く活用しているという位置づけで

は美都学校給食共同調理場のほうが地産地消率が高いというとこ

ろでございます。ここに視点を置かれて、美都学校給食共同調理

場に変更願いたいという要望をいただいたところです。もちろん

真砂地区はちょうど美都地区と隣接というところもありますの

で、距離感についてもそういった意味合いがあるのかなと思って

います。 

 また、先ほど言いました食と農という点について、美都学校給

食共同調理場に配食がなった場合については、真砂地区の農産

品、加工品、これを食材として取り入れていただけるように協議

もお願いしたいという状況です。 

 これを受けまして検討を進めるということでございますが、実

は事前に学校運営協議会からお話は受けておりました。それを含

めまして、美都学校給食共同調理場での受入れについて、場長ま

た委託先とも協議を行ったところです。協議結果という位置づけ
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で資料に書いておりますけども、美都学校給食共同調理場の受入

れ可能な食数が現時点１７０食で、現行１５０食の調理というこ

とで考えると真砂小学校規模の受入れは可能であるというとこ

ろ。また、美都学校給食共同調理場における食材の調達につきま

しては生産者と直接行う形を今取っておりますので、検討を行う

旨の回答はいただけるということで話を聞いているという協議の

結果でございました。 

これを受けまして、給食の配送というところも関係あります。

実は今年度、この配送について、５年先に向けた契約を行うタイ

ミングでございましたので、ここら辺の考え方も委託先との調整

もできるということを含めまして、配食先自体を変更できるとい

う想定で調整は行っているという状況でございます。今後の対応

ということは、先ほど言いました内容を含めまして対応可能だと

いうことと、それから真砂地区がこれまで提唱してきた考え方、

循環型というところも含めたものを持って、令和８年度から配食

先を変えていきたいと考えているところでございます。 

 後の資料で内容とか、また要望の背景等も写真をつけておりま

す。ご覧いただきながら別途確認をいただければと思います。説

明は以上です。 

領家教育長   ありがとうございます。ただいま説明した件についてご質問等

がありましたらお願いいたします。 

原田委員    循環型ということで、地域に密着されて、皆さんの思いが形に

なればいいなと思っていますが、現在１５０食調理していて、可

能食数が１７０食です。今後もし増えた場合でも、少しの増加な

ら対応ができるということでしょうか。例えば１７０食が１７３

食になっても大丈夫ということでしょうか。 

齋藤課長    受入れ可能食数について、１７０食としていますけども、それ

が例えば大幅に５０食とか１００食のように増えるわけでなけれ

ばということと、もちろんそこにつきましては委託先とも調整を

しながらということになると思います。こちらについては、美都

学校給食共同調理場の場長もおりますが、場長と、また委託先と

の調整の中で進めていきたいと考えています。 

領家教育長   よろしいですか。 

原田委員    はい。 

領家教育長   そのほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

教育委員   ＝全員了承＝ 
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議第２０号  益田市立学校給食共同調理場設置及び管理に関する条例施行規則

の一部を改正する規則の制定について 

領家教育長  それでは、議第２０号益田市立学校給食共同調理場設置及び管理

に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定について事務局

より説明を求めます。 

齋藤課長   では、続きまして議第２０号益田市立学校給食共同調理場設置及

び管理に関する条例施行規則の一部を改正する規則の制定というと

ころでございます。 

 資料として別添でつけております新旧対照表を見ていただくと分

かりよいかと思いますので、こちらをご覧いただければと思いま

す。先ほどご説明をしました、真砂小学校の配食先を美都学校給食

共同調理場に変更するということにつきましては、先ほど申しまし

た条例の施行規則で、給食の範囲というところで、第３条にその対

象校を定めております。今回、真砂小学校を美都学校給食共同調理

場に動かすということになっていくということになりますと、この

規則の改正が必要になります。今回議決をいただきますと、来年度

からということでございますので、この規則自体の施行を４月１日

からの施行という形での改正を考えているという状況です。説明は

以上です。 

領家教育長  ありがとうございました。それでは、ただいま説明した件につき

まして、ご質問等あれば伺います。 

山本委員   美都学校給食共同調理場では生産者から直接食材を調達されてい

るということで、地元の産品を使うことを推奨されています。これ

は小規模だからできる強みでもあるし、メリットでもあると思って

います。そこに、また真砂地区の食材を調達することをこれから検

討されるということで、相手方が増えると調整や手続きも大変だと

は思いますが、子どもたちに生産者の見える食材を提供する、安

心・安全な食材を提供する、さらにそれが地域の活性化につながる

ことを考えると、大変だと思いますが、ぜひ進めていただきたいと

感じました。 

領家教育長  ありがとうございます。澄川場長、いかがでしょうか。 

澄川室長   美都学校給食共同調理場その中にも給食部会という部会がござい

まして、学校給食で提供する食材についても大変配慮をしていただ

いております。その中で生産者等にもお声かけいただきながら、広

く食材の調達をしているところです。地産地消率としても８０％を

超え８３％ぐらいの地消率がありますが、真砂地区の生産者の方と

調整しながら、また委託業者ともお話ししながら進めていければな

と思っております。 
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領家教育長  ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。では、こ

の件について採決を採らせていただきます。本件につきまして賛成

の方は挙手をお願いいたします。 

教育委員  ＝挙手全員＝ 

領家教育長  挙手全員であります。本件は承認されました。事務局は、この

後、必要な手続を進めてください。 

  

 

報第３６号  益田市教育に関する大綱について 

領家教育長  続きまして、残る報告議案７件に参ります。では、まず報第３６

号益田市教育に関する大綱について事務局より説明を求めます。 

齋藤課長   これも皆さんご承知のことなので説明は簡潔にさせていただけれ

ばと思いますが、益田市教育に関する大綱、いよいよ１２月に策定

をさせていただきました。改めて今回盛り込んだ内容につきまして

は、総合教育会議の中で市長と皆さん方で協議をいただき、正式に

テーマ、コンセプト、そしてテーマとコンセプトから導かれる３つ

のキーワード、その注釈ということが反映されたものになったとい

思っています。今回、１２月の市議会定例会で最終報告をさせてい

ただきました。今後、多くの皆さん方に承知いただくように周知活

動に向けて取り組んでいきたいと考えています。まだ準備ができて

おりませんけれども、この周知の中では市公式ウェブサイト、また

現時点、局内の管理職を中心に、大綱の図柄をもって、例えば名刺

等にデザインを入れこみながら周知のひとつとして活用していきた

いと考えています。この図柄については、教育委員の皆さん方にも

できれば名刺を作らせていただきまして、それを周知という形で配

っていただく、こういったことも考えておりますので、ぜひともご

協力をよろしくお願いしたいと思います。説明は以上になります。 

領家教育長  ただいま説明した件につきまして、ご質問等ありましたらお願い

いたします。いかがでしょうか。 

教育委員  ＝全員了承＝ 

 

 

報第３７号  益田市教育審議会からの答申について 

領家教育長  それでは、報第３７号益田市教育審議会からの答申について事務

局から説明を求めます。 

齋藤課長   こちらにつきましては、今年度に入りまして、まず今年度施政方

針の中で教育に関する大綱の見直し、そして大綱に付随して益田市

教育ビジョンの見直しということで、時代の変化等も含めまして、
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本市の教育全般が目指すべき方向性、これを盛り込んだ新たなビジ

ョン、この策定のために２つの諮問事項を６月２日に学識経験者等

で構成をします市教育審議会に諮問したという状況です。諮問事項

についてというところ、改めて皆さん方にお話とご説明させていた

だくところではありますけれども、本市の教育が目指すべき方向性

というところでの進むべき道筋ということで、１点目に現在の教育

ビジョンにおけるこれまでの取組に対する評価、２点目に評価を踏

まえた本市の教育が目指すべき方向性について、この２点を諮問し

たという状況でございました。 

 これを受けて、市教育審議会においては、当初５回の予定でした

が、委員の皆さん方が熱くいろいろ協議をされる中で、いま一度、

再度６回目もというような形の中で、６回という大きい回数を重

ね、進むべき方向性というものを熟慮されて整理をされたものが答

申になってきたという状況になっております。もちろん今回の答申

の中には、特にこれまでのビジョンの中では６つの重点目標にひも

づく取組、これに対する評価が整理をされています。 

また、教育委員の中でも特に齋藤委員さん、また森脇委員さんに

もご協力いただきまして、市内の小学校５年生、そして中学校２年

生を対象とした子どもの実態調査も行いまして、この結果に基づく

整理もこの評価の中にも盛り込んでいるという状況になっていま

す。 それ以外にも、先ほど言いました、進むべき方向性というこ

とです。先ほどもご説明する益田市教育に関する大綱に盛り込むテ

ーマ、コンセプト、そしてそれにつながる３つのキーワードを軸と

した今後の方向性というものを、実現したいこと、取り組んでいく

ことというところにまとめまして、本市の教育全般を網羅した答申

になっていると考えているところです。 

答申事項に関しましては、先般、１２月２２日に答申いただきま

した。既存ビジョンの取組に対する評価及び本市の教育が目指す方

向性というところで答申書にまとめたものを審議会の高橋会長から

教育長へ答申いただいたという状況でございます。 

答申内容に触れていきます。中身につきましては、先ほど言った

ような評価と方向性が盛り込まれています。簡単に皆さん方にご説

明をさせてもらおうと思います。続いて、評価に参ります。評価を

開いていただけたらと思いますが、先ほど言いました重点目標６つ

に関わる部分について、これは既存の教育ビジョンの中には到達目

標というものが目標ごとに設定をされています。この到達目標に関

わる評価というものを各課が取り組んできた事業に関しても整理を

したものを資料としてお出ししまして、委員の皆さんからいただい
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た意見を整理してこの評価の中にうたっているという状況です。ま

た、重点目標に係る全体的な評価をしています。これは、到達目標

は細かい部分になっていますが、やはりそれだけではなくて、重点

目標に関わる全体的な意味合いというところも、それぞれの中に注

釈として入れながら整理をしているという状況になっています。こ

れら６つの目標のところの評価というものを細かくやっていただく

中で、方向性につなぐことができたと考えているところです。 

 続いて、ページを飛んでいただいて、評価を踏まえた本市の教育

の目指すべき方向性についてというところを見ていただければと思

います。 

 こちらについては、軸になります、教育に関する大綱の概要を最

初に触れています。テーマ、コンセプト、そして３つのキーワー

ド、こちらに触れたものがこの中に掲載をされています。３つのキ

ーワードを軸とした現状と課題ということで、つながり、ひろが

り、ひととまち、これに関わる施策の現状と課題というところ、想

定されるものをそれぞれ羅列しています。 

 ８ページ目にある体系図いうところに、先ほど言いました、つな

がり、ひろがり、ひととまちのキーワードに基づく、教育委員会で

も協議した大切にしたいことをこちらに表記しながら、施策、そし

て施策の内容である取り組んでいくことと表記しているもの、こち

らについて入れています。この体系図の取り組んでいくこと、実現

したいことについて整理の内容に付随するかのように、先ほど言っ

た現状と課題というものをそれらの順番ごとに整理したものが実は

現状と課題になっているという状況です。 

 その状況を踏まえたものを、その後の後段になります５番目の３

つのキーワードから成る実現したいこと、取り組んでいくこととい

うことで、今言ったキーワードごとに今後の取組についての方向性

が示されているという状況になっています。 

 今回、先ほど言いましたように、子どもの実態調査の結果を最後

の評価資料としておつけいたしております。それ以外にも全国学力

調査の結果、また全国体力・運動能力、運動習慣等の調査結果につ

いても評価資料として整理したものを参考ということの中で、この

中身に対して答申をいただいたという状況です。いただいた答申内

容を踏まえまして、今後、来年に入りまして、このビジョン策定に

向けた整理をする中で進めてまいりたいと考えているところです。

大変簡単ですが、説明は以上になります。 

領家教育長  ありがとうございました。では、ただいま説明した件についてご

質問等がありましたらお願いいたします。 
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山本委員   ビジョンにおけるこれまでの取組に対する評価のところですが、

「評価に当たって」というところで、これまで十分に評価ができて

いない現状があったと整理をされている部分があります。そういっ

た評価から始まったので、この答申をされるまでに大変な作業があ

ったと思います。今後はいろいろな目標に向けて取り組むべき柱や

到達するべき目標などに基づいて評価していくことになりますが、

具体的にはこれから、十分評価ができていなかったということを踏

まえて、次はどのように評価をしていく予定なのか教えていただき

たいです。 

齋藤課長   まず、このビジョンをつくり上げていくことが最初の課題として

の整理になると思います。ただ方向性というものを示された内容に

なりますので、これを基に先ほど言った評価ということの整理が必

要になってくると思います。この評価をどうしていくかというとこ

ろでいくと、教育委員会の中では必ず１年に１回、点検評価報告書

をまとめます。これまでは総合振興計画が軸になった上での整理で

した。今回は教育に関する大綱と、それからビジョンが横につなが

った現状にしていくような形でいくと、この点検評価の主題を整理

しながらで、ここにつなげて評価をしていくという形がいいと考え

ています。ここら辺につきましても、改めて教育委員の皆さんにご

相談をさせていただく中で協議等も含めて進めてまいれればと考え

ています。以上です。 

山本委員   キーワードと、それから大切にしたいこと、実現したいことがひ

もづいているので、きっとこれからはさらにすっきりとした評価が

できるのではないかと期待できるのですが、これまでたくさんの資

料を見せていただいて、本当にたくさんの評価活動をしておられた

のが、少し簡単というか簡潔になるといいなと感じたところです。 

領家教育長  ありがとうございます。ということは、指標についての議論も少

ししていく必要になるということですね、イメージとしては。その

ほかいかがでしょうか。よろしいですか。 

齋藤委員   調査を実施した責任者として、１つ気にかかるのは、データのと

ころです。複数回答のところが特に、人数だけ上がっていますが、

見る目からするとパーセンテージのほうが分かりやすいので、棒グ

ラフのところにパーセンテージ入れたらどうでしょうか。少し見づ

らいので見やすくしてもらったらと思いました。 

齋藤課長   人数とそのパーセンテージという表記になっているというお話で

ございます。今回、実はこれ、答申の母体としての評価資料として

いただいたという状況になります。これを例えばビジョンの中に載

せていこうことであればもちろんそういった整理をさせていただこ
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うと思いますので、ありがとうございました。 

齋藤委員   このデータは全部載せるわけではないですよね。 

齋藤課長   ここが、結局ビジョンの素案をつくるときに参考になる資料とし

ての位置づけで参考資料としております。載せる、載せないという

ことは考えながら、また具体案として出たときには、また皆さん方

にも協議をさせてもらおうと思っています。 

齋藤委員   続けてよろしいですか。この調査の結果をクロス集計し、カイ２

乗検定で関連性を調べてみた結果、いろいろな課題や問題点が浮か

び上がってきています。だから、この調査を参考にして、次の施策

をどのように具体化していくかです。ただ、調査を実施しましたと

いうだけで終わってほしくないですね。 

例えば特にいじめの問題が大きいのでみていくと、いじめられ

た経験があるという子どもが２５％だったことに少し驚きました。

今はいじめられたと思ったらもういじめのカウントをしてしまうた

め、昔に比べたら数は増えてはきていますが、この子どもたちが学

校に行きたくないと思っているということです。そうすると、学校

は子どもたちとの信頼関係をいかにつくっていくか、楽しい学校を

どうしたらいいのかということを考えていかなくてはいけません。

また、子どもの育て方が分からないという親御さんも増えてきてい

ますので、こちらについても視野に入れておく必要があると考えま

す。 

いじめによる自殺や自殺未遂はこれからも必ず起こってきます

し、起こってきてからでは遅いので、まず命を助けるということを

最優先にしなければいけません。悩みを、先生にも相談できない。

親にも言えないというのが実情ですし、相談相手としてお母さんと

回答した割合が一番多いですが、もはや家庭だけ、学校だけでは解

決できないほど、子どもたちの悩みは複雑化してきているので。総

合的に取り組んでいく体制作りが重要になってきています。この調

査結果から何が問題かということをもう一回じっくり掘り下げても

らって、これを施策にどうつなげていくかと考えていただきたいで

す。 

領家教育長  ありがとうございました。 

齋藤課長   ありがとうございます。先ほど言われたいじめの問題対策という

ところ、こちらについても、方向性の中にも盛り込みました。また

この後、いじめ防止基本方針の改定の関係も述べさせていただきま

す。取り組んでいくことの一つとして重点的にやっていくべきとい

うところの部分、理解できますので、こちらも含めましてビジョン

の中にも盛り込みつつ、整理をしながら進めてまいりたいと考えて
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おります。以上です。 

領家教育長  そのほかいかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

教育委員  ＝全員了承＝ 

 

 

報第３８号  益田市いじめ防止基本方針の改定について 

領家教育長   続きまして、報第３８号益田市いじめ防止基本方針の改定につ

いて事務局より説明を求めます。 

田原課長    それでは、私から、益田市いじめ防止基本方針の一部改定につ

いてご説明いたします。 

 今回の改定の趣旨ですけども、令和７年４月１２日にいじめの

重大事態、令和６年度に起こった件ですが、その報告書における

提言及び令和６年８月に改定されたいじめの重大事態の調査に関

するガイドラインを踏まえまして、このたび益田市いじめ防止基

本方針の一部を改定するものです。 

 改定後の基本方針についての資料として添付をさせていただい

ております。こちらの資料のうち、黄色で網かけがかかっている

部分、それから赤線の下線がある部分がそれまでの方針と変更に

なった部分です。非常に変更点が多数にわたっておりますので、

説明といたしましては主な改正点ということで説明をさせていた

だこうと思います。主な箇所としては、大きくは５つございま

す。 

 １点目には、はじめにというところです。市長の挨拶文がござ

いますけども、こちらの内容を全面的に見直しております。令和

６年度に起こりました重大な事案を受けて、やはりその被害を受

けた児童・生徒や保護者が長期間にわたって苦しんでいるという

状況を踏まえました内容に挨拶文を変えております。 

 続いて、２点目といたしましては、第３章１の学校いじめ防止

基本方針の策定という項目で、具体的にはページでいきますと５

ページになります。既にありますけども各学校のいじめ防止基本

方針に盛り込む事項についても具体的にこの基本方針の中で付記

をしております。また、それに基づくそれぞれの学校での取組の

実施状況を学校評価の評価項目に位置づけるということにしてお

ります。 

 続いて、３点目といたしましては、第４章１のいじめの未然防

止のところ、具体的なページ数でいきますと８ページに保護者の

責務について付記をしております。 

 続いて、４点目、第４章の２、いじめの早期発見の取組の項目
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で、ページ数では９ページの部分に、ささいな兆候の中には児

童・生徒間の人間関係に関する悩みや不安も含むことに留意する

ということを付記しております。ここにつきましては、先ほど言

いました調査報告書の中で具体的に提言があった項目でございま

したので、そのように改定をしたところです。 

 続いて、最後５点目ですけども、第５章３、重大事態の対処と

いうところで、この部分につきましては文部科学省のいじめの重

大事態の調査に関するガイドラインに準じた内容になるように変

更しているところでございます。簡単でございますけども、以上

が主な改定内容です。それから、補足です。資料について昨日差

し替えをさせていただいております。そこで変わった点について

は、はじめにのところの市長の挨拶文の緑色で色が塗ってありま

す。そこの１文が最初に送付した資料と変わっているところでご

ざいます。以上です。 

領家教育長   ありがとうございました。ただいま説明した件についてご質問

等ありましたらお願いいたします。いかがでしょうか。 

森脇委員    変更点について説明をしていただきましてありがとうございま

した。 

 先ほど、その中にあった、５ページの第３章について説明があ

りました、いわゆる実施状況を学校評価の項目にしていくという

方向で、非常に私はいいことではないかなと思いますが、学校評

価の項目については４月の頭には各学校が設定されると思いま

す。今年度中にどのようにこの改定の部分を学校に説明していく

かについてのスケジュールを教えていただけますでしょうか。 

田原課長    実は学校の取組については同時並行で学校と教育委員会で協議

をしながら進めておりまして、今、各学校にありますいじめ基本

方針の見直し作業をしていただいています。今は教育委員会がそ

れを確認するという段階になっています。今年度中に全ての学校

のいじめ基本方針の確認を終える予定にしていまして、新年度に

ついては見直しされた後の基本方針に基づいてそれぞれの学校が

取り組んでいただけるようにというスケジュールで今進めている

ところです。 

森脇委員    そうなると、学校評価の項目に設けるという指示はいつの段階

でされるのでしょうか。 

田原課長    その辺の話も内々では学校ともしてきておりますので、学校も

そのつもりで動いていると理解しております。 

森脇委員    分かりました。 

領家教育長   そのほかいかがでしょうか。 
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山本委員    保護者の役割や保護者の責務というのは、今回から改めて書か

れたのでしょうか。 

田原課長    責務という言い方で記載をしたのは今回が初めてです。ただこ

れまでの方針の中にも保護者の協力というような言い回しの中で

は学校と保護者が協力しながら防止していくというような内容に

はなっておりましたけども、責務として入ったのは今回が初めて

です。 

山本委員    対策として１歩進んだと思うのですが、どのように保護者に周

知をしていかれるのでしょうか。 

田原課長    益田市の公式ウェブサイトに掲載するという方法があると思っ

ています。あと、各学校のいじめ基本方針については、生徒と保

護者に毎年度説明することになります。その機会に、この各学校

の基本方針の中にも保護者の責務というところが入る予定になっ

ていますので、そういった形で周知ができればと思っています。 

山本委員    せっかく明記できましたので、これをきっかけに保護者も、学

校と一緒になって対策を考えるという、みんなで一緒に考えてい

くものだという、そういう機運が高まるといいなと思いました。 

領家教育長   ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。 

齋藤委員    先ほど、子どもの育て方がわからないという話をしましたが、

私の友達の心療内科の医者ともよく話しますが、心療内科の医学

だけじゃ駄目で、「家庭での教育をしっかりして欲しい」とよく

いっています。例えば学校での保護者との面談などを利用して、

成績や進路だけの話ではなく、親御さんの悩み相談にものれるよ

うな環境作りにも力を入れてもらいたいですね。 

それから、前々から学校の規則やルールを子どもたちにつくら

せたらいいと思います。今、全部学校がつくって、これを守りな

さいと一方通行の関係性ですから、先生方を信用していない子ど

もたちが聞く耳を持たないです。自分たちが作ったルールであれ

ば自分たちがつくったという責任感が生まれてきますし、子ども

たちの本音も理解できます。先生との信頼関係も生まれてくるの

ではないでしょうか。是非、検討してみてください。 

領家教育長   ありがとうございました。 

田原課長    なかなか児童・生徒の相談先、実際は相談ができていないとい

う現状がある中で、これまでも相談しやすい環境づくりという部

分については努めていまして、学校以外の相談場所として、教育

委員会で相談場所の開設をおこなっております。長期休業期間中

にカウンセラーによる相談場所の開設をし、今後の予定とされて

いるのは１人１台端末を使って児童・生徒が直接悩みや何かを訴
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えることができるようにというようなことも今予定をされており

ます。言われますようにいろいろな形で、要するに相談できる環

境を整えていくということは必要だと思っております。そういう

意味で、これからもそういった課題意識を持ちながら対応してい

きたいと思っています。 

領家教育長   よろしいでしょうか。そのほかいかがですか。 

原田委員    先ほど皆さんがおっしゃっているように、この保護者に関する

面が記載されたことというのはすごく大きな意味があると思いま

す。保護者は自分の子どもがいじめられないかどうかについては

すごく心配しますが、自分の子どもが加害者になるかどうかにつ

いての意識はやはり欠けてしまうことが多いので、こういうこと

を記載することによってそういう意識を持ってもらうという意味

ではすごく大きいことだと思います。年度初めに学校側から説明

があるときに、ちゃんと聞いて読んでくださる保護者さんは既に

もう意識がある方だと思います。だから、そうじゃない保護者さ

んにどのように届けるかということが課題だと思っていて、そこ

は何かもう一歩踏み込んだ工夫をしていかないといけないと私自

身も思っているところです。 

領家教育長   ありがとうございました。よろしいですね。 

森脇委員    少し違うテーマになりますが、７ページに学校で推進するいじ

め防止の取組というところがあります。そのエのところにネット

によるいじめについての未然防止の部分も載っています。先般、

僕も吉岡さんのお話を聞いたりしましたが、学校現場、専門家の

方に日々こういうネット環境、ネットを取り巻くいろいろな課題

とかはどんどん変わってきているので、専門的な方にお話をして

もらう、していただく機会がやはり必要じゃないかと思います。

これを学校現場の教員に丸投げというわけにはやはりいかないの

ではないかなと思っています。そういう外部の方を利用して、各

小・中学校どれぐらいこういう教室というか特別な研修を子ども

たちや親御さんたちにされておられるのか、現状がもし分かりま

したら教えていただきたいです。 

杉原参事    先般の情報モラル研修会に講師として来ていただいた吉岡さん

に定期的に益田市に来ていただきまして、毎年情報リテラシー育

成教室を行っております。昨年度からは６月、９月、１１月の３

週間にわたって計画的にやっていただいているというところでご

ざいます。基本的には希望される学校で行うということになって

おりますが、令和６年度で小学校が１１校、中学校が６校、それ

から今年度、令和７年度は小学校が９校、中学校が６校となって
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おります。小学校の小規模の学校は、毎年継続だと同じというこ

とではないですけれども、同じ学年がということになっておりま

すので、隔年での開催など３年に１回というような形ですけれど

も、ある程度規模の大きい学校は継続して取り組んでおられま

す。保護者を含めたというところでは、昨年度は３校が児童・生

徒と保護者が一緒に、今年度も３校が児童・生徒と保護者が一緒

に取り組んでいるというのが現状でございます。 

森脇委員    できれば全校ぐらいの形で、専門的なお話を聞く機会を何とか

各学校に設けていただくような形が本当はいいのかなと思いま

す。講師を紹介するとか、もちろん手挙げ式で希望されるところ

があると思いますが、最近そちらの学校、研修を開催されていま

せんがいかがでしょうかというように、逆の情報も出していかな

いといけないのではないでしょうか。1人１台端末を持った関

係、特に子どもたちは大人よりも使い方はうまくなっています

が、知識面もしっかり押さえていかないと少し怖いかなと思いま

した。ぜひ積極的に各学校が専門的なお話を聞く機会が増えるよ

うに働きかけをしていただければと思います。 

杉原参事    昨年度と今年度、２年間、受講を希望していない学校も何校か

ございますので、委員さんからご指摘のありましたように、来年

度はそういった学校に言葉かけをしながら、市内全校が受講でき

るような形を取っていきたいと考えております。 

領家教育長   そのほかよろしいでしょうか。 

齋藤委員    今のインターネットの問題ですが、子どもの実態調査の結果か

らも、友達同士でインターネットでいじめられたと回答した子ど

もが３３１人のうちの小・中学校を合わせて５人います。それか

ら、知らない人とＳＮＳでやり取りしていて嫌な思いをしたこと

があるかの問いには、「ない」と回答した割合が９１％ですが、

残りの９％は何らかの嫌な思いをしているわけです。例えばだま

されそうになったとか、場合によっては女の子には写真を送れと

か言われたりとか、何か物を買えとか言われたりしているようで

す。最近、電話詐欺事件などに中学生まで巻き込まれて、家に押

し入って事件を起こしたというようなことも起こってきていま

す。子どもたちがいつこのような事件に巻き込まれるかわかりま

せんし、今後、起こり得る可能性が十二分にあると思われます。

これらについてもしっかりと子どもたちと話合いをしながら、親

御さんの理解も学校の先生方の理解も得ながらやっていかないと

いけないと思います。 

領家教育長   ありがとうございました。そのほかよろしいでしょうか。 
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教育委員   ＝全員了承＝ 

 

 

報第３９号  第７８回優良公民館表彰（文部科学大臣表彰）について 

領家教育長   では、報第３９号第７８回優良公民館表彰（文部科学大臣表

彰）について事務局より説明を求めます。 

岡﨑課長    このたび、文部科学省から大臣表彰の通知がございました。そ

の中で、優良館として全部で５館選出されますけども、安田公民

館が受賞しましたので、そのことについて報告させてもらいま

す。 

 これについては、趣旨等資料に書いてありますけども、活動成

果を生かして、人づくり・まちづくり・地域づくりに大きく貢献

した公民館ということが該当になります。今後、２月６日に表彰

式が行われる予定になっております。 

 安田公民館の基礎データや取組内容を次のページに載せており

ますのでご覧ください。キャッチフレーズが「笑顔の花咲く安田

公民館」ということで取組を進めていらっしゃいます。ここは人

口が３，３００人ということで、市内でも３～５番目の大きな地

区でございますけども、その中で来館者数としては１万人です。

学級・講座数２７５人ということで資料に書いてございますが、

サークルでも８，６００人、中でもその他のところの１，８００

人が様々な文化祭や会議、イルミネーションイベントなどで参画

をいただいているということになっております。今回の主な表彰

理由としましては、公民館主導ではなくて地域住民の思いをコー

ディネートした事業の実現がされていることや、公民館が地域住

民に寄り添いながら自主性を尊重しつつ伴走支援を行っていると

いうことがあります。また、地域住民のニーズ把握や小・中高生

などの子どもたちのやりたいを実現することで、地域の次世代を

担う教育に力を入れているということです。 

 今回取り上げた取組としては、やすだ食堂とイルミネーション

プロジェクトです。これについては始まったのがコロナ禍で、皆

さんがつながりや集う場を求めている中で、公民館の人たちが子

どもたちのやりたいという声を聞いたものをくみ上げながら、一

つ一つ人をつなげながら取組を進めてきたことから生まれてきて

いるものでございます。 

 また、最後の表彰の主な理由としては、多くの関係団体と連

携、協働を行って、多様な世代や多くの地域住民を巻き込んだ事

業の展開がされていることや、ＳＮＳを利用した事業や講座につ
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いて情報発信を積極的に行って、公民館の利用者の増加につなが

っているということも評価されました。このような取組が脈々と

取り組まれていることで地域の人たちが公民館に行ってみようと

いう動機づけを、様々な工夫をされているということがありま

す。 

 実際、今回のやすだ食堂については、ある高校生のやってみた

いということを実現するために、この子の探求活動、学習とセッ

トで地域の人たちが協力することによって様々な活動が生まれて

いったということを聞いております。また、高校卒業後も地域食

堂が、大学生になっても関わりながら継続して取組をされている

ということを聞いております。世代を通じて取組を行うことによ

って、つながりづくりや学びにつながっているものだと考えてお

ります。 

 こういった取組は、たまたま今回、安田公民館が選出をされて

おりますけれども、各地様々な取組をされていらっしゃいますの

で、こういった表彰の機会を通じて顕彰や、こうしていきたいと

いうことをたくさんつくっていくことによって、より自信を持っ

た活動につなげていってほしいと思っているところです。報告に

ついては以上です。 

領家教育長   ありがとうございました。 

 ただいま説明した件につきましてご質問等がありましたらお願

いいたします。いかがでしょうか。 

教育委員   ＝全員了承＝ 

 

 

報第４０号  益田市立雪舟の郷記念館の管理運営等について 

領家教育長   では、報第４０号益田市立雪舟の郷記念館の管理運営等につい

て事務局より説明をお願いします。 

田中課長    私からは、益田市立雪舟の郷記念館の管理運営等についてご報

告させていただきます。 

 令和８年度の雪舟の郷記念館の管理運営につきまして、結果的

には運営形態については市の直営で行うというところになったと

ころです。この経過といたしましては、改修後の雪舟の郷記念館

の運営について、指定管理者制度を導入していくということで検

討してきたところでございますけども、現時点で市内に美術館業

務、学芸業務を受託した実績の業者がなかなかいないというとこ

ろから、美術館業務だけ市が行い、その他を指定管理に出すこと

ももちろん検討したところでございます。課題としましては、同
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一施設内に指定管理者、それから市の職員が混在するというとこ

ろで、指示命令系統が複雑化する点、学芸業務を別にやるという

ことから人役が増加する点、それぞれの組織が事務所を持つとな

ると機器等の経費が重複するという様々な課題が出ました。これ

らの課題をある程度整理するには一定期間が必要であるというこ

とで、当面は直営で行うことということで、ある程度諸課題が整

理できた場合は指定管理の制度、改めて枠組みを検討することに

なったところでございます。 

２点目のところでございます。工事完了及び開館の時期でござ

います。工事の完了につきましては当初１月末を予定しておりま

した。これは現在、追加で庭と塀の改修を追加で今工事を行って

おりますけども、塀の資材がなかなか今入ってこないというとこ

ろで、１月末が２月末へ工事が今延びていることがございます。

これに合わせまして、本体工事のところで、アスファルトの工事

がありますが、これが先ほど言いました塀の関係、それから庭の

関係の工事が遅れるということで、若干本体工事も併せて２月末

の工事完了ということになっております。 

それから、グランドオープンの日です。これは、当初は４月に

オープンをするということにしておりましたけども、今、展示を

行いますエアタイトケースというケースが、今回の改修のメイン

であります。これが当初９月ぐらいに改修のエアタイトケースが

できるということでありましたけども、これも実際、資材、それ

からこの工事を行います専門の工事業者の人手不足が重なって工

事日程の調整が遅れまして、今１２月末にこれが完成したという

ところになっております。これ、できた後、枯らし期間と言いま

して、工事の中でいろんな化学物質が出まして、美術品に影響を

与えない程度の調整が必要となっております。おおむね半年程度

それが必要なところでございます。当初９月という予定が今１２

月ということになったため、４月のオープンということができな

いと判断し、今、秋のオープンということにしております。ま

た、寧波との友好議定書の締結が３５周年を来年迎えるというこ

とがありますので、それも併せまして寧波の特別企画展を併せて

行うということも今検討しているというところでございます。以

上です。 

領家教育長   ありがとうございました。ただいま説明した件についてご質問

等ありましたらお願いいたします。 

教育委員   ＝全員了承＝ 
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報第４１号  第５７３回益田市議会定例会一般質問について 

領家教育長   報第４１号第５７３回益田市議会定例会一般質問について事務

局より説明を求めます。 
藤本部長    今回の１２月定例会の一般質問ですけれども、１２人の議員さ

んが一般質問を行われました。その中の７名の議員が教育に関す

ることの質問をされました。時間の関係もありますので、詳細に

ついて全ては申し上げませんが、概要を拾ってご説明しようと思

います。 

まず、河野議員からです。益田市医療体制についてというとこ

ろで、公立高校の役割、これは主には益田高校のところでござい

ました。今、私どもがやっておりますコンソーシアム運営マネジ

ャーの配置ですとか、今年度新たな取組で行いました、市内の中

学生を対象とした合同の入学説明会等々の紹介をいたしました。

また、市から補助金を交付しておりまして、益田高校には益田さ

いえんすたうん等、高度理系人材育成プログラムに対する支援も

行っていることを紹介しております。 

 続いて２番です。ＩＴ人材育成のための職業能力開発短期大学

校の設置についてというところで、議員は一定数の進学が求めら

れる益田翔陽高校への支援強化というところを問われましたが、

回答といたしましては、同大学校への進学の可能性がある市内４

高校に対して等しく必要な支援や情報提供を検討するということ

で回答しております。 

それから、次が豊田議員です。豊田議員さん、ライフキャリア

教育がもたらす県立益田養護学校と地域についてというところ

で、県立益田養護学校と地域のつながりや活動について、実際に

どのようなことをしているのかという点をお伝えしております。

また、地域と県立益田養護学校との関わりが増加していること、

それから生徒が生き生きと活動しているというような様子もこち

らで耳に入ってきていること、それから今後、益田暮らしの魅力

を伝える事業として、卒業後も生徒が益田で暮らしを楽しめるよ

う、職場以外の居場所としてのサードプレイス等々を紹介する取

組を行っているということを紹介しております。 

 それから、益田市型中高一貫教育について、これについて県立

益田養護学校は対象外になっているということでした。答弁とい

たしましては、学校教育法で規定している高等学校を対象として

いるというところを申し上げて、県立益田養護学校につきまして

は令和６年度の実績の紹介、それから県立益田養護学校が対象で
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はないですが、特別支援教育における益田圏域のセンター機能を

有しており、今後、特別支援教育に係る巡回相談などについても

教育委員会と連携して取り組んでおりますという回答をしており

ます。 

 それから、派遣社会教育主事の役割について問われています。

これにつきまして、具体的にどのようなことをしているかについ

てお話をしておりまして、西益田地区の事例等々を紹介しており

ます。 

 それから、４番目、大学生との取組についてです。大学生につ

いて教育関係者の視察や大学生の実習を受け入れていること、本

年度は早稲田大学教育学部の学生１６名が豊川、西益田、二条の

各地区に分かれて実習を行ったこと、それから今年度につきまし

ては昨年度実習に参加した早稲田大学の学生が地域イベントに合

わせて益田を再訪したり、島根大学の学生が実習後に地域の行事

へ参加するなど、地域の関係づくりにもつながっているというと

ころを紹介しております。 

 それから、コミュニティ・スクールについてというところで、

ふるさと・ひとつなぎコーディネーターの活動内容とコーディネ

ーターをどのように育成しているかというような質問でございま

した。それにつきましては、まず支援というところでは、コーデ

ィネーターと派遣社会教育主事やひとづくり推進課の職員が参加

する連絡会議等において定期的な意見交換などを行うなど、また

市長や教育長との意見交換の場を設けてモチベーションの向上や

地域活動につなげていますというところを紹介しております。 

 それから、コミュニティ・スクールの実施している地域と未実

施の地域についてどのような意向を持っているのかと問われまし

た。学校運営協議会を設置している地域については学校と地域を

つなぐコーディネーターの継続の配置や学校の抱える課題の解

決、それから特色ある学校づくりに必要な教員配置に関する意見

が多く出されているという状況を説明しております。学校運営協

議会を設置してない地域の状況については、市内の先進優良事例

の取組を紹介するといったところで機運の醸成に努めているとい

うところ、それから現在、小学校４校において学校運営協議会の

設置に向けて検討されているというところを紹介しております。

 それから、次が須藤議員の質問でございます。子育て支援とい

うところで、益田市民体育館にありますキッズルームについて、

利用状況、それから安全・安心な利用について、それから利便性

の向上についてというところでお尋ねがありました。利用状況に
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ついては、実績に基づき説明をしております。それから、安心・

安全な利用についてというところでは、議員より指摘のあった箇

所について、これは指定管理者制度を導入しておりますので、指

定管理者と協議しながら対応してまいりますと回答しておりま

す。利便性の向上についてですけれども、これについて現時点で

スペースを拡充するという点は大変困難であるというところです

けれども、利用者の声も聞きながら様々な視点を持って検討しま

すとお答えをしております。 

 それから、アンケート方法についてというところです。今は紙

に書くような手法になっているというところで、子どもが動くの

を見ながらなかなか紙で書くのは難しいのではないかというご意

見でした。そうすると、ウェブを活用した、スマートフォンでで

きるような、そういったアンケート方法はどうだろうかというよ

うなご提案がありましたので、回答としましては先ほど申しまし

た指定管理者と協議し進めていければという回答をしておりま

す。 

それから、次が高橋議員の質問です。情報リテラシーの向上に

関する質問でございます。学校教育におけるＣｈａｔＧＰＴの受

け止めについてというご質問です。これに関して、ＣｈａｔＧＰ

Ｔではないですけれども、１人１台端末の中にＭｉｃｒｏｓｏｆ

ｔ３６５Ｃоｐｉｌоｔがインストールされています。それが、

同じではないですけども似たような機能をもっていると聞いてお

ります。それに関して、授業では現時点では使ってはないですけ

れども、活用できるような状況になっているとお伝えしました。

実際に授業に活用するとなれば、実際に今は研究中であります。

今は実証してからではないと導入しないというようなことをお答

えし、とは言っても触れる機会というのは排除できないことか

ら、そういった基本的な仕組みとか留意点を十分に理解させるこ

とが必要であるということをお伝えしております。 

 それから、ネットによる孤立やいじめ等の問題についてという

ところで、今学校が認知しているいじめの件数の中でＳＮＳによ

るいじめの件数のパーセント等について３％というところでお答

えをしております。 

 それから、その次の個人間のトラブルについて、市民を守るた

めの必要な施策についてというところで、教育委員会からこれは

子どもたちというところでお答えをさせていただきました。そう

いったところで、教育委員会では益田市版情報モラル指導計画を

作成し、小学校では道徳や学級活動の場面、中学校では道徳や学
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級活動に加えて技術・家庭科の場面で指導を行っておりますとい

う回答をしております。 

 それから、批判的思考の重要性と醸成についてというところで

す。これにつきましては、現在、益田市で取り組んでおります気

づきと対話のある授業づくりにおける気づきと対話、ライフキャ

リア教育における多様な世代の人たちとの対話を通した活動や総

合的な時間における探究活動など、発達の段階に応じ積み重ねる

ことを通して批判的思考力の育成につながっているものと考えて

いますという回答をしております。 

 それから、次が主権者教育の役割についてです。それにつきま

しては、中学校の社会科で、世論とメディアという項目で、信頼

できる情報は何か冷静に判断する力、メディアリテラシーの必要

性を学習するというところと、情報を正確に判断する力を持つ必

要性について具体的に取組をするなどの具体的なフェイクニュー

スの投稿を使って学習しているという情報を提供しております。

 それから、教育における意識啓発についてというご質問です。

先ほども少し出てきたと思いますが、情報モラル教育研修をはじ

め学校での情報リテラシー育成教室に平成２８年度より取り組ん

でいるという実績、本年度については吉岡氏を講師に招いて講演

をいただく予定としているという情報提供をしております。それ

から、市内の公民館ではスマホ教室やスマホ相談会などを行って

おり、実施の状況をお伝えしております。 

次が福原議員の質問です。食の安全についてというところで、

学校給食における地産地消比率の状況についてです。これは６月

議会で別の議員さんからも質問があったところですけれど、同様

に令和４年度、令和５年度、令和６年度と実績をお答えしており

ます。それから、６月議会のときにも質問がありましたが、福原

議員さんが実際に生産者などの協議を、栄養教諭を含めて持つこ

とによって地産地消率が上がった実績があったというようなこと

をおっしゃいまして、そのことで、別の議員さんですけども、６

月のときに秋ぐらいには農林水産課と連携してそういった場を立

ち上げますと答弁をしました。実際に現在まだ調整中であるとい

うところを申し上げております。 

それから、次が大賀議員の質問です。学校を核とした地域づく

りの活性化と人材の支援に対する考え方というところで、実際に

はコミュニティ・スクールの導入を推進するというところと、導

入地域にはふるさと・ひとつなぎコーディネーターの配置を継続

するというところ。これを通じて、地域でのつながりやひろがり
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にも貢献してまいりたいとお答えしております。 

 次の地域の拠点づくりというところです。地域の拠点の一つと

して公民館を考えているというところで、公民館はひとづくりの

拠点として現役世代と次世代をつなぎ、地域づくりの担い手育成

にも期待される地域の拠点と教育委員会としては考えていますと

いう回答をしております。 

次が安達議員の質問です。安達議員さんは、就学援助費の拡充

についてというところで、費目の追加についてというご質問でし

た。現時点では益田市としては追加の予定はありませんという回

答をしております。 

 それから、前倒し支給についてというところで、新入学児童・

生徒の学用品を優先しているというところ、それから年度途中で

の認定取消し等々が生じた場合には返還手続が必要となり、保護

者と学校事務の負担を伴うというところで、現時点では前倒し支

給は考えておりませんという回答をしております。 

 それから、学校経費に係る保護者の負担についてどう考えるの

かというようなことの質問がありました。その際に、議員より県

内８市の児童１人当たりの教育費というところを集計した資料が

議場に配られておりました。その資料は、当初予算の教育費、款

項目の款の教育費を単純に児童・生徒数で割った資料となってお

りました。そういったところで教育長が見解を述べられました。

教育費の中には小学校に関わらないもの、市町村立の高等学校、

幼稚園、益田市にはありませんけれども松江市等にはありますの

で、そういったところ、それから社会教育施設や文化芸術施設と

いったものも教育費に計上されますというところで、先ほど言い

ました予算書にある教育費を児童・生徒数で割って１人当たりと

いうところについて、誤解を招きかねないことをお伝えし、また

例えば何か校舎を新築するとか大規模修繕をするとなると特定の

年度に大幅に事業費がかかってしまうというようなところを前提

として保護者への負担というところでは物価高騰が続く中で保護

者の負担が増しているという認識は持っているというところ、そ

れから経済的に就学が困難と認められる保護者に対する支援は継

続的に実施し、軽減に努めているというところ。それから、給食

費に関しましては、今、１２月の初めの辺で少し変わってきまし

たけども、無償化の実現に向けた動きも見られることから、こう

いったことにも注視しながら対応してまいりたいと回答しており

ます。 

 それから、教職員の配置についてというところで、現状につい
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てのお尋ねです。暫定再任用等々の現状、それから兼務発令をし

ている教員が何校に何人配置されているのか、それと評価はどう

なのか、それから免許外申請をしている教員が何校に何人配置さ

れて教科はどうなのかというような質問につきましては、現状を

お伝えしております。 

 次の７番目です。教育環境の整備について、島根県の現状に対

してどう考えるかというところで教育長に質問がございました。

それで、県費負担教職員の配置は島根県教育委員会が行うもので

すけれども、市内に欠員等が生じないよう、島根県教育委員会と

情報共有しながら適正配置に努めたいということを申し上げてお

ります。 

それから、全国学力・学習状況調査及び学びの基盤に関する調

査について、教職員の負担感をつかんでいるのかというご質問で

す。全国学力・学習状況調査は、開始以来２０年近くが経過し、

大きな混乱はなく実施されているというところで、現在は紙を使

用した試験形式とタブレットを併用される実施となっているとい

うところで、今後、令和９年には全てタブレット端末を使用した

試験形式になる予定であること。やはり教職員もこういった初め

て経験するというところでは、新しい仕組みを理解し手続するこ

とに負担を感じているという声は管理職より伺っているというと

ころを申し上げております。 

 それから、９番目、教職員アンケートの記述についてどう考え

るのかを問われました。教職員のアンケートですけども、そのア

ンケートは島根県の教職員組合の女性部が取り組んだアンケート

調査のことです。その中で、そのアンケートの答えとして、教育

は人がいるからこそできるものです。教職員を増やす、これに尽

きます。学力テスト、たつじんテストについて、今年度、現場に

分析や研修など、昨年以上を求めているように感じます。学力は

日々の授業で十分把握できるし、教員は子どもたちに何とか力を

つけようと日々努力しています。これ以上教員の負担を増やすこ

とはやめてほしいです。ゆったりと子どもたちと関わりたいで

す。予算を教職員及び学校に使ってほしいですというのが安達議

員の言われるアンケートの内容です。それの回答として、安達議

員の言われたことに対して、教育は人がいるからこそできること

というメッセージはまさに共感するところです。それから、併せ

て学校における働き方改革も現在教育委員会としても進めてお

り、令和８年度に向けて教職員に関する業務管理・健康確保措置

実施計画も策定するというところをお伝えしております。 
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 それから、次の１０番目、全国学力・学習状況調査、県の学び

の基盤に関する調査の中止を求めることができるのかというよう

な質問です。これに対して、調査は授業改善に資するものと考え

ているというところ。あと、たつじんテストに関しては、児童一

人一人の、どこでどのようにつまずいているのかを把握し、適切

な支援に結びつくものと考えているというところから益田市でも

必要と考えており、中止を求めることは考えておりませんという

回答をしております。 

 それから、今年度から始まりました教職員からの駐車料金の徴

収について、この理由について問われております。それについて

は、まず市職員の自己負担により民間駐車場への駐車と市有地に

無償で駐車する場合との不均衡を解消するために、令和７年度よ

り市有地へ駐車する職員へ駐車料金を徴収することになりまし

た。これに伴い、同じく市有地であります学校敷地においても、

県費負担の教職員、それから市が雇用しております施設主員等、

会計年度任用職員からも徴収をするというところ。益田市を除く

７市のうち６市、雲南市は今のところ徴収はしてないに聞いてお

りますけれども、そういったところも踏まえて一律に徴収するこ

ととしたという点が理由として徴収することとしたとお答えして

おります。 

それから、次の公用車が学校には何台配置されているのか。学

校には配置を行っていないということをお答えしております。 

 それから、駐車料金の徴収について、教職員からは納得がいか

ないという声を聞くけれども、撤廃することはできないのか。そ

れから、既に徴収している駐車料金については、教育環境の改善

整備に充てられないのかという問合せに対しまして、先ほどの１

個前の質問でもありますように、負担の不均衡を解消するという

ことを目的としているというところで、撤廃する考えは現在のと

ころありません。それから、既に徴収した駐車料金につきまして

は、令和７年度予算において学校配分経費に充当しておりますと

回答をしております。 

 時間の関係で、早口で申しましたが、またその他のところでお

読み取りいただければと思います。以上です。 

領家教育長   ありがとうございました。ただいまの説明の件についてご質問

等ありましたら伺いますが、よろしいですか。 

教育委員   ＝全員了承＝ 
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報第４２号  令和７年度益田市一般会計補正予算について 

領家教育長   では、続きまして報第４２号令和７年度益田市一般会計補正予

算について事務局より説明を求めます。 

齋藤課長    それでは、同じく１２月の市議会定例会で教育部に関しまして

は２３の事業に関して補正予算を提出し、議決をいただいたとこ

ろです。 

 それぞれ教育総務課からスタートし、学校教育課、ひとづくり

推進課、文化振興課と一覧表をつくっておりますので、これに基

づいて、時間もありませんので、特にというところだけをご説明

していきたいと思っております。 

教育総務課です。特にというところでいくと、６１番に学校施

設管理経費、小学校費です。補正内容、戸田小学校については、

今、小野中学校に移転するということで、移転した後の跡活用に

関して、子ども・若者支援センター、そしてふれあい学級、これ

が入るということになっています。こちらに当たっての改修工事

に係る経費の増額について繰越明許を入れつつ８１０万円という

計画で補正を上げたという状況です。 

また、８１番に学校給食提供支援事業があります。これは、県

の補助金を使いまして、米の価格高騰に対して学校給食を安定的

に提供できるような経費、これを増額していると、これが１，４

３１万８，０００円というところで増額しているところでござい

ます。説明は以上になります。 

田原課長    続いて、学校教育課です。６４番と６９番、情報教育特別対策

費の補正額大きくなっておりますけども、内容といたしましては

端末の修繕に係る費用が増額になったこと、来年度、児童・生徒

の端末の更新を予定していまして、その機器の入札をしていま

す。入札の結果、大幅に減額になりましたので、それが大きな補

正内容になっています。 

あとは、６５番と７０番です。教員業務の負担軽減支援事業に

ついては教員が欠員になった場合に校務支援員を市の予算で配置

することができるようになっています。それが予定よりも増減が

ありましたのでそれに伴って補正をしているものです。以上で

す。 

岡﨑課長    減額につきましては、実績に伴うもので減額となっておりま

す。 

 増加については、二十歳の集いは会場としてグラントワを借り

ることが必要になりますので、その必要な経費を追加していま

す。その他の増額分については、改修経費、または最後のひだま
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りパークについては昨年度の災害で被害を受けたものの保険金等

が返ってきましたので、それを追加ということになります。以上

でございます。 

田中課長    文化振興課は、国史跡整備活用事業で、市内の遺跡発掘調査の

関係で益田市の水源地の更新工事がありまして、新たに発掘調査

をするということで増額になっております。 

 それから、もう一つは雪舟の郷記念館の改修工事の関係で、当

初予定されてなかった工事が追加となっています。例えば壁にラ

ックとか浮き、あるいは外構の関係の工事が必要だというような

ところでの増額になっております。 

領家教育長   ありがとうございました。ただいま説明した件につきましてご

質問等あれば伺いますが、いかがでしょうか。 

教育委員   ＝全員了承＝ 

 

 

領家教育長   それでは、今回が今年最後の会となりますが。本日１２月２５

日付をもって齋藤委員が任期満了により退任されます。本日まで

４年間、教育委員を務められた齋藤委員よりご挨拶をいただきた

いと思います。よろしくお願いいたします。 

齋藤委員    この４年間お世話になりました。自分に何ができたかと今振り

返ってみますと、ただ口うるさく言っただけで、ほとんど何もで

きていないなというふうに反省をしているところです。ただ、先

ほども少しお話ししましたが、次の時代を生きていく子どもたち

に何が必要なのか、それをどうしたらいいのか、どこに問題があ

るのかということを絶えず考えていく必要があります。私も職業

柄、今やっていることがこれでいいのだろうかと絶えず自分を見

つめながら、時には反省しながら今日まできました。また、いろ

いろな人のお話を聞きながら、あるいはいろいろな文献をあさり

ながら、調査もしながら広く見てきたつもりです。 

益田というこのエリアは非常に生活環境や教育環境はすばらし

いところですが、今は、国境や行政区域を越えて、様々な問題が

押し寄せてきています。子どもの将来を見据えながら、益田の子

どもたちの将来をどのように考えるか行政の役割というのはます

ます厳しくなっていきますし、期待も一段と大きくなってくるだ

ろうと思います。今回、教育に関する大綱も教育ビジョンもまと

められていますが、どうか総合的な視点からの取組をお願いする

とともに、これからの皆さん方のご健勝とご発展をお祈りして最

後の言葉にさせていただきます。ありがとうございました。 
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領家教育長   齋藤委員、どうもありがとうございました。齋藤委員におかれ

まして、今のメッセージを我々の心に留めて、しっかり益田市の

教育行政を進めてまいりたいと思っております。委員におかれま

しては、健康にご留意いただきまして、今後しっかり益田のこと

を見守っていただきながら、ますますのご活躍をここにいる皆様

と祈念したいと思います。なお、後任につきましては、大谷孝司

さんが就任されることになりました。次回１月の定例会でご挨拶

をいただくと、そういう予定にしております。では、本日予定を

しておりました議事全てが終了いたしました。これをもちまして

第９５２回益田市教育委員会定例会を終了させていただきます。

本日はありがとうございました。 

 

 ＝終了時間 １７時３０分＝ 


